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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 一 般 財 団 法 人 千 葉 県 公 害 防 止 協 力 財 団 か ら の 拠

出 金 を 主 な 財 源 と し て 、 事 業 活 動 そ の 他 の 人 の 活 動 に 伴 っ て 生 じ

た 大 気 汚 染 の 影 響 に よ る 健 康 被 害 に 係 る 補 償 等 を 行 う こ と に よ っ

て 、 健 康 被 害 に 係 る 被 害 者 お よ び そ の 遺 族 の 生 活 の 安 定 な ら び に

福 祉 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 廃 止 前 の 条 例 」 と は 、 昭 和 ４ ９ 年 １ １

月 ３ ０ 日 付 け で 廃 止 さ れ た 千 葉 市 大 気 汚 染 に 係 る 健 康 被 害 の 救 済

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ７ 年 千 葉 市 条 例 第 ４ ９ 号 ） を い う 。  

２  こ の 要 綱 に お い て 「 法 」 と は 、 公 害 健 康 被 害 の 補 償 等 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 ４ ８ 年 法 律 第 １ １ １ 号 ） を い う 。  

３  こ の 要 綱 に お い て 「 法 被 認 定 者 」 と は 、 法 の 規 定 に よ り 市 長 の

認 定 を 受 け た 者 （ 法 第 ４ 条 ６ 項 た だ し 書 の 規 定 に 該 当 す る こ と と

な っ た 者 、 法 第 ７ 条 に 規 定 す る 認 定 の 有 効 期 間 が 満 了 し た 者 、 法

第 ９ 条 の 規 定 に よ り 認 定 が 取 り 消 さ れ た 者 お よ び 法 第 ４ 条 第 ６ 項

た だ し 書 の 規 定 に よ り 市 長 が 認 定 し た と み な さ れ る 者 で 当 該 認 定

し た と み な さ れ た と き か ら １ 年 を 経 過 し な い で い る 者 を 除 く 。）

を い う 。  
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４  こ の 要 綱 に お い て 「 要 綱 被 認 定 者 」 と は 、 こ の 要 綱 に よ る 改 正

前 の 千 葉 市 公 害 健 康 被 害 補 償 要 綱 （ 以 下 「 旧 要 綱 」 と い う 。） の

規 定 に よ り 市 長 の 認 定 の 見 直 し を 受 け て 認 定 さ れ た 者 （ 法 第 ４ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 な ら び に こ の 要 綱 第 ４ 条 の 準

用 規 定 に よ り 認 定 の 有 効 期 間 が 満 了 し た も の お よ び 認 定 が 取 り 消

さ れ た 者 を 除 く 。） を い う 。  

５  こ の 要 綱 に お い て 「 疾 病 」 と は 、 公 害 健 康 被 害 補 償 法 施 行 令 の

一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 昭 和 ６ ２ 年 政 令 第 ３ ６ ８ 号 ） に よ る 改 正 前

の 同 令 別 表 第 １ の １ の 項 に 掲 げ る 疾 病 を い う 。  

（ 給 付 の 種 類 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ る 給 付 の 種 類 は 次 の と お り と す る 。  

 ( 1 )  療 養 の 給 付 お よ び 療 養 費  

  ( 2 )  障 害 補 償 費  

  ( 3 )  遺 族 補 償 費  

  ( 4 )  遺 族 補 償 一 時 金  

  ( 5 )  遺 族 補 償 金  

  ( 6 )  児 童 補 償 手 当  

  ( 7 )  療 養 補 償 金  

  ( 8 )  療 養 手 当  

  ( 9 )  短 期 療 養 手 当  

  ( 10)  葬 祭 料  

（ 要 綱 被 認 定 者 に 対 す る 認 定 の 有 効 期 間 等 ）  

第 ４ 条  要 綱 被 認 定 者 に 対 す る 認 定 の 有 効 期 間 、 認 定 の 更 新 お よ び

認 定 の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 法 第 ７ 条 か ら 第 ９ 条 ま で の 規

定 を 準 用 す る 。  

２  市 長 は 、 要 綱 被 認 定 者 に 対 し 、 公 害 医 療 手 帳 （ 様 式 第 １ 号 ） を

交 付 す る 。  

（ 法 の 例 に よ る 給 付 の 支 給 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 要 綱 被 認 定 者 お よ び そ の 遺 族 又 は 養 育 者 な ら び に

葬 祭 を 行 う 者 に 対 し 、 法 の 例 に よ り 第 ３ 条 第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ３
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号 、 第 ４ 号 、 第 ６ 号 、 第 ８ 号 お よ び 第 １ ０ 号 に 掲 げ る 給 付 の 支 給

を 行 う 。  

（ 遺 族 補 償 金 の 支 給 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 法 被 認 定 者 お よ び 要 綱 被 認 定 者 が 死 亡 し た と き は 、

そ の 遺 族 に 対 し 、 遺 族 補 償 金 を 支 給 す る 。 た だ し 、 遺 族 が 法 又 は

こ の 要 綱 に よ る 遺 族 補 償 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 間 は 支 給

し な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 遺 族 補 償 金 の 額 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

た だ し 、 法 又 は こ の 要 綱 に よ り 既 に 支 給 を 受 け 、 又 は 受 け る こ と

が で き る 障 害 補 償 費 、 遺 族 補 償 費 、 遺 族 補 償 一 時 金 、 児 童 補 償 手

当 お よ び 療 養 補 償 金 な ら び に 旧 財 団 法 人 千 葉 県 公 害 防 止 協 力 財 団

か ら 既 に 支 給 を 受 け た 補 償 一 時 金 の 合 算 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し

た 額 と す る 。  

( 1 )  当 該 認 定 に 係 る 疾 病 に 起 因 し て 死 亡 し た と き  

                       １ ２ ０ ０ 万 円  

  ( 2 )  当 該 認 定 に 係 る 疾 病 以 外 の 原 因 に 起 因 し て 死 亡 し た と き  

                        ６ ０ ０ 万 円  

３  遺 族 補 償 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 遺 族 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月

３ ０ 日 ま で に 本 市 の 管 轄 の 法 被 認 定 者 と な っ た 者 の 遺 族 で あ っ て 、

次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 と す る 。  

 ( 1 )  配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 法 被 認 定 者 又 は 要 綱 被

認 定 者 の 死 亡 の 当 時 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ っ た 者 を

含 む 。）  

  ( 2 )  法 被 認 定 者 又 は 要 綱 被 認 定 者 の 死 亡 の 当 時 そ の 者 に よ っ て 生

計 を 維 持 し て い た 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 お よ び 兄 弟 姉 妹  

  ( 3 )  法 被 認 定 者 又 は 要 綱 被 認 定 者 の 認 定 の 申 請 又 は 認 定 の 見 直 し

申 請 の 当 時 そ の 者 に よ っ て 生 計 を 維 持 し て い た 子 、 父 母 、 孫 、

祖 父 母 お よ び 兄 弟 姉 妹  

  ( 4 )  前 ２ 号 に 該 当 し な い 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 お よ び 兄 弟 姉 妹  

４  遺 族 補 償 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 の 順 位 は 、 前 項 各 号
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の 順 序 に よ り 、 同 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 者 の う ち に あ

っ て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 順 序 に よ る 。  

５  前 項 の 場 合 に お い て 、 父 母 に つ い て は 、 養 父 母 を 先 に し 、 実 父

母 を 後 に し 、 祖 父 母 に つ い て は 、 養 父 母 の 父 母 を 先 に し 、 実 父 母

の 父 母 を 後 に し 、 父 母 の 養 父 母 を 先 に し 、 父 母 の 実 父 母 を 後 に す

る 。  

６  遺 族 補 償 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 同 順 位 の 遺 族 が ２ 人 以

上 あ る と き は 、 そ の １ 人 の し た 請 求 は 、 全 員 の た め に そ の 全 額 に

つ き し た も の と み な し 、 そ の １ 人 に 対 し て し た 支 給 は 、 全 員 に 対

し て し た も の と み な す 。  

７  遺 族 補 償 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 が 、 第 ２ 項 に 規 定 す

る 遺 族 補 償 金 の 額 が 確 定 す る ま で の 間 に 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る

に 至 っ た と き は 、 そ の 者 に 対 す る 遺 族 補 償 金 は 、 支 給 し な い 。 た

だ し 、 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 場 合 で 他 に 遺 族 補 償 金 の 支

給 を 受 け る こ と が で き る 遺 族 が い な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ( 1 )  死 亡 し た と き  

  ( 2 )  婚 姻 （ 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に

あ る 場 合 を 含 む 。） を し た と き  

  ( 3 )  直 系 血 族 又 は 直 系 姻 族 以 外 の 者 の 養 子 （ 届 出 を し て い な い が 、

事 実 上 養 子 縁 組 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。） と な っ た

と き  

  ( 4 )  離 縁 に よ っ て 、 死 亡 し た 法 被 認 定 者 又 は 要 綱 被 認 定 者 と の 親

族 関 係 が 終 了 し た と き  

８  遺 族 補 償 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 先 順 位 者 が そ の 請 求 を

し な い で 死 亡 し た 場 合 に お い て は 、 次 順 位 者 が 遺 族 補 償 金 の 支 給

を 請 求 す る こ と が で き る 。 前 項 の 規 定 に よ り 遺 族 補 償 金 が 支 給 さ

れ な い こ と と な っ た 場 合 に お い て 、 同 順 位 者 が な く て 後 順 位 者 が

あ る と き も 同 様 と す る 。  

（ 療 養 補 償 金 の 支 給 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 法 被 認 定 者 、 要 綱 被 認 定 者 お よ び そ の 養 育 者 が 法



（千葉市公害健康被害救済補償要綱） 

又 は こ の 要 綱 に よ る 障 害 補 償 費 又 は 児 童 補 償 手 当 の 支 給 を 受 け る

こ と が で き な い と き は 、 そ の 者 に 対 し 、 療 養 補 償 金 を 支 給 す る 。

た だ し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 降 に 本 市 の 管 轄 の 法 被 認 定 者 と な

っ た 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 療 養 補 償 金 の 額 は 、 １ 月 に つ き ４ 千 円 と し 、 そ

の 支 払 い は 、 定 期 的 に 行 う も の と す る 。  

３  法 第 １ １ 条 の 規 定 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 療 養 補 償 金 の 支 給 に

つ い て 準 用 す る 。  

（ 短 期 療 養 手 当 の 支 給 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 法 被 認 定 者 お よ び 要 綱 被 認 定 者 が 法 又 は こ の 要 綱

に よ る 療 養 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 当

該 認 定 に 係 る 疾 病 に つ き 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で

に 掲 げ る 療 養 を 受 け た 日 数 が １ 月 に つ き ２ 日 又 は ３ 日 で あ る と き

は 、 そ の 者 に 対 し 、 短 期 療 養 手 当 を 支 給 す る 。 た だ し 、 令 和 ７ 年

３ 月 ３ １ 日 以 降 に 本 市 の 管 轄 の 法 被 認 定 者 と な っ た 者 に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 短 期 療 養 手 当 の 額 は １ 月 に つ き ４ 千 円 と す る 。  

（ 未 支 給 の 給 付 ）   

第 ９ 条   市 長 は 、 第 ３ 条 に 掲 げ る 給 付 を 受 け る こ と が で き る 者 が

死 亡 し た 場 合 に お い て 、 そ の 死 亡 し た 者 に 支 給 す べ き 給 付 で ま だ

そ の 者 に 支 給 し て い な か っ た も の が あ る と き は 、 そ の 者 の 配 偶 者

（ 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ っ た 者

を 含 む 。 ） 、 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 又 は 兄 弟 姉 妹 で あ つ て 、 そ の

者 の 死 亡 の 当 時 そ の 者 と 生 計 を 同 じ く し て い た も の は 、 自 己 の 名

で 、 そ の 支 給 を 請 求 す る こ と が で き る 。   

２  未 支 給 の 給 付 を 受 け る こ と が で き る 者 の 順 位 は 、 前 項 に 規 定 す

る 順 序 に よ る 。   

３  未 支 給 の 給 付 を 受 け る こ と が で き る 同 順 位 者 が ２ 人 以 上 あ る と

き は 、 そ の １ 人 が し た 請 求 は 、 全 員 の た め そ の 全 額 に つ き し た も
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の と み な し 、 そ の １ 人 に 対 し て し た 支 給 は 、 全 員 に 対 し て し た も

の と み な す 。   

（ 給 付 の 請 求 ）  

第 １ ０ 条  遺 族 補 償 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、 遺 族 補 償 金 請

求 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 、 療 養 補 償 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、

療 養 補 償 金 請 求 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 、 短 期 療 養 手 当 の 支 給 を 受 け

よ う と す る 者 は 、 短 期 療 養 手 当 請 求 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 、 未 支 給

の 給 付 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、 未 支 給 の 給 付 請 求 書 （ 様 式

第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  療 養 補 償 金 及 び 短 期 療 養 手 当 の 支 給 の 請 求 は 、 当 該 請 求 を す る

こ と が で き る と き か ら ２ 年 を 経 過 し た と き は 、 す る こ と が で き な

い 。  

３  遺 族 補 償 金 の 支 給 の 請 求 は 、 被 認 定 者 が 死 亡 し た と き （ 法 又 は

こ の 要 綱 に よ る 遺 族 補 償 費 を 受 け る こ と が で き る 者 が い る 場 合 に

お い て は 、 法 第 ２ ９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 し た 時 又 は 法

第 ３ ５ 条 第 ３ 項 に 該 当 す る に 至 っ た と き ） か ら ２ 年 を 経 過 し た と

き は 、 す る こ と が で き な い 。  

４  未 支 給 の 給 付 の 支 給 の 請 求 は 、 当 該 請 求 を す る こ と が で き る と

き か ら ５ 年 を 経 過 し た と き は 、 す る こ と が で き な い 。  

（ 他 原 因 の 参 酌 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 遺 族 補 償 金 （ 第 ６ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る も の を

除 く 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ 。）、 療 養 補 償 金 お よ び 短 期 療 養 手 当

の 額 を 定 め る に あ た り 、 法 の 例 に よ り 他 の 原 因 を 参 酌 す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 遺 族 補 償 金 に あ っ て は 、 ６ 百 万 円 を 参 酌 の 対 象

と す る 。  

（ 給 付 の 免 責 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 給 付 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 に 対

し 、 同 一 の 事 由 に つ い て 、 損 害 の て ん 補 が さ れ た 場 合 に お い て は 、

市 長 は そ の 価 額 の 限 度 で 当 該 給 付 を 支 給 す る 義 務 を 免 れ る 。  

（ 不 正 利 得 の 返 還 ）  
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第 １ ３ 条  偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ っ て こ の 要 綱 に よ る 給 付 の 支

給 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 市 長 は 、 そ の 者 か ら 当 該 給 付 の 額 に

相 当 す る 額 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に よ る 給 付 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 譲 渡 し 又 は

担 保 に 供 す る こ と が で き な い 。  

（ 附 帯 事 業 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 こ の 要 綱 に よ る 附 帯 事 業 と し て 公 害 保 健 福 祉 事

業 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

  附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 昭 和 ５ １ 年 １ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、

第 ６ 条 お よ び 第 ７ 条 の 規 定 は 、 昭 和 ４ ９ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 か ら 適 用

す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 施 行 期 日 ま で に 係 る 給 付 の 支 給 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

２  法 被 認 定 者 又 は 要 綱 被 認 定 者 が 昭 和 ４ ９ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 か ら こ

の 要 綱 施 行 の 前 日 ま で の 間 に 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 そ の 遺 族 が

当 該 死 亡 に つ い て 旧 要 綱 の 規 定 に よ る 遺 族 見 舞 金 の 支 給 を 受 け た

と き は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 遺 族 補 償 金 の 額 は 、 同 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 算 出 し た 額 か ら 当 該 支 給 を 受 け た 遺 族 見 舞 金 の 額 を 控 除

す る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 死 亡 し た 法 被 認 定 者 又 は 要 綱 被 認 定

者 に 支 給 す べ き 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 療 養 補 償 金 が あ る と き は 、 市

長 は 、 そ の 者 の 遺 族 の 請 求 に 基 づ き 、 当 該 療 養 補 償 金 を 支 給 す る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 第 ６ 条 第 ３ 項 か ら 第 ８ 項 ま
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で の 規 定 を 準 用 す る 。  

４  要 綱 被 認 定 者 に 対 す る 認 定 の 有 効 期 間 の 始 期 は 、 昭 和 ４ ９ 年  

１ １ 月 ３ ０ 日 と す る 。  

５  要 綱 被 認 定 者 に 対 し て 交 付 さ れ た 旧 要 綱 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ る 公 害 医 療 手 帳 は 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 害 医 療 手 帳 と み

な す 。  

 

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ３ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

１  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式によ  

り 調 整 さ れ た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し て 使 用 す

ることができる。  

附  則  

１  この要綱は、平成２５年１０月７ 日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式によ  

り 調 整 さ れ た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し て 使 用 す

ることができる。  

附  則  

１  この要綱は、平成２６年６月１ 日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式によ  

り 調 整 さ れ た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し て 使 用 す

ることができる。  

附  則  

１  この要綱は、令和元年５月１ 日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式によ  

り 調 整 さ れ た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し て 使 用 す

ることができる。  

附  則  
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この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。  


